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日　SUN 月　MON 火　TUE 水　WED 木　THU 金　FRI 土　SAT

6月の行事予定
2020 CALENDAR

　 図書館=山中湖情報創造館閉館日 ※開館時間（9:30～21:00）詳しくはP22をご覧ください。

　  可燃物収集日 　  不燃物収集日 　 PETボトル収集日　8:30までに指定の場所に出してください。

　  持込（可燃・不燃）　　持込（可燃のみ）=クリーンセンターへ直接搬入可能日（9:00～11:00  13:00～16:00）

　  立入日=北富士演習場立ち入り許可日　※新型コロナウイルスの状況により、日程は変更になる事があります。

この広報はベジタブルインキを使用しています。
植物油インキ（ベジタブルインキ）は、植物性のため地球の環境にやさしいインキです。
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《留意事項》一般住民からの照会の場合は、富士五湖消防本部へ問い合わせる

ようご指導ください。　●富士五湖消防本部案内番号　℡.０５５５－２３－４４４４

開業医の休日急患診療は軽症患者のみを扱う。救急車の搬送受入れは原則と

して行なわない。

休日夜間急患診療の医療機関をお知らせします。

問い合わせ（テレフォンガイド）  富士五湖消防本部   ℡.２３-４４４４

休日　8:30～17:00　診療時間

6月

在宅型 病院群輪番型

皆さんへの
お願い

富士吉田市立病院　奇数日が外科、偶数日が内科

山梨赤十字病院　　奇数日が内科、偶数日が外科

休日   8:30～翌8:30　土曜 12:30～翌8:30

夜間 17:00～翌8:30

4月～12月

診療時間

富士吉田市立病院・山梨赤十字病院
診療科目日 曜日 診療所名

7 日

14 日

21 日

28 日

健康科学大学クリニック

小舘クリニック

ことぶき診療所

小林眼科医院

駒谷整形外科

さいとう眼科クリニック

整形外科

内科

内科・外科・小児外科

眼科

整形外科

眼科

　救急医療とは、急病やケガなど、救急に処置または治療が必要な場合に行う医療

です。「日中は仕事や用事があって行けない」「夜間や休日でもやっているから」等

の理由で安易に受診する医療ではありませんので、ご注意ください。

amanakakoamanakako
広報やまなかこ

特別定額給付金・山中湖村元気給付金、

子育て世帯への臨時特別給付金  ……02、04

村税の納税猶予特例制度、

国民年金保険料免除について  ………03、06

第5次長期総合計画の策定について   ……12

※前日や当日（休日）に

　当番が変更となる可能

　性があります。

・必ず事前に問い合わせ

先に電話をしてから受

診してください。

・保険証を必ず持参して

ください。

・日頃から使っている薬

がわかるもの（お薬手

帳など）を持って受診

してください。
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No.452

トピックス



※特別定額給付金についてオンライン申請を行った方も、山中湖村元気給付金については、申請書による郵送申請が必要と

　なりますので、ご注意ください。〔総務省特別定額給付金ホームページ　https://kyufukin.soumu.go.jp/〕

問い合わせ　総務課　財政グループ　℡.62-1111

特別定額給付金・山中湖村元気給付金
　5 月中旬に対象者の世帯主の方に各種給付金申請書を送付しました。お手元に届いていない場合は、総務課

財政グループまでお問い合わせください。申請時は、記入や添付資料の漏れが無いようにご注意ください。

特別定額給付金（白色申請用紙）

令和2年4月27日（基準日）現在

山中湖村住民基本台帳に記録されている方

山中湖村元気給付金（クリーム色申請用紙）

1人　3万円1人　10万円

受給対象者

給付額

世帯の世帯主（代理人も可）世帯の世帯主（代理人も可）受給権者

5月21日から5月21日から受付開始

申請方法

添付書類

給付方法

申請期限

代理人による

申請及び受給

令和2年4月27日（基準日）現在

山中湖村住民基本台帳に記録されている方

ただし、出生者を除き令和2年4月1日から

上記基準日まで継続して山中湖村の

住民基本台帳に記録されている方に限る

申請書による郵送申請のみ

※やむを得ない場合は窓口可

申請書による郵送申請

※やむを得ない場合は

窓口可

オンライン申請※

（マイナンバー　　

　　カードが必要）

可

原則、世帯の世帯構成者

可

原則、世帯の世帯構成者

必要

申請書裏面に添付

令和2年8月20日

消印有効

必要

申請ページでご確認

ください

口座振込

令和2年8月20日

口座振込

※やむを得ない場合に

限り窓口給付可

必要・申請書裏面に添付

ただし、特別定額給付金（オンライン申請含む）と

申請者・振込先口座が同じ場合は不要

口座振込

※やむを得ない場合に限り窓口給付可

令和2年8月20日消印有効

不可

 !"#

$%&’(  

 )*
+,-./0123

456789:;<=>?@A8BCDEBFG7

XYZ[\NOP8]^_‘abcd;e
fg&hiWjk

l &h>imnop#qrsatuvd;

w"xyz{|}!"#~#¡¢aQ£7⁄vd;

¥2ƒa§im¤'“a«‹.«6›fifln–†a

tuvd;

 ‡·¶•
+‚„¶•

fg&¸˝87˛ˇG87˛

 Ø´Œˆº2

}¬µ~
QRB#STU

QVW7#XYZ[”»…‰.¿`´ˆ

STDE
—ÆªŁ

$%%

æıłøŒœ´ƒß !"¨¹

™Ð½™±½ÐÞ±Ð¼¼

”»…‰.¿`´ˆ

&’$$(

}÷¶86#¦°~

NOP  !"

特別定額給付金
に関するお知らせ
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問い合わせ　税務住民課　調査課税グループ　℡.62-9972

　新型コロナウイルス感染症に関連して、納税猶予の特例制度が創設されました。

　新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、最大１年間納税の猶予

を受けることができます。

　今回の特例制度では延滞金がかかりません。また担保の提供も不要です。

　（納税の免除ではありません。納税の時期を最大１年後まで延長させることができるという制度です。）

　個人村県民税、法人村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税など

　令和２年２月１日から令和３年１月 31 日までに納期限が到来するものに限ります。

　（例えば令和２年度の固定資産税の納税猶予を申請したい場合は、第３期までが対象となりますが、第４

期は対象外となります。）

詳しくは村ホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により

村税の納付が困難な方へ（特例制度）

対象となる税金（村税）

納税の猶予を受けるための要件

申請の期限

申請の方法

許可・不許可

その他注意事項等

　以下の要件をいずれも満たす方が対象となります。

１．新型コロナウイルスの影響により、令和２年２月以降の任意の期間（１か月以上）において、収入が前年

同期に比べて概ね 20％以上減少していること

２．申請時点において、一時的に納税を行うことが困難であること

　令和２年 6 月 30 日（法施行日から２か月後）、または各納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。

　※期限を過ぎてからの申請は受付できませんのでご注意ください。

　上記の要件に該当する方は、申請書と財産収支状況書・財産目録・収支の明細書に加え以下の添付書類

をご提出ください。（郵送または eltax による申請も可能です）

　※納期限ごとに申請が必要となります。

添付書類

〇収入の減少等の事実があることを証する書類（売上帳、給与明細、預金通帳等の写し ) 本年及び前年分

〇納付することが困難であることを証する書類（預金通帳、現金出納帳の写し） 

※猶予を受けようとする金額が 100 万円以下の場合は財産収支状況書

※猶予を受けようとする金額が 100 万円を超える場合は財産目録及び収支の明細書が必要となります。

　申請の許可・不許可については、後日通知書でお知らせします。

・今回の猶予は申請時点において、一時的に納税することが困難な場合が要件となりますので、申請は納期限

ごとに必要となります。

・フリーランスの方やアルバイトの方などの給与についても、同様に減少していれば猶予特例の対象となります。

・新型コロナウイルスとは関係なく収入が減少した場合は猶予特例の対象外となります。

・令和２年２月～４月（法施行日以前）に納期限が既に過ぎている未納の村税については、遡って今回の特例を

利用することができます。（申請期限 6 月末まで）

・猶予特例の許可を受けた場合でも、納付済みの税金を還付することはできません。

・猶予特例の許可を受けた場合でも、口座振替を設定されている場合は、自動的に口座から引き落とされます。

納期限 10 日前までに口座振替停止の手続きをしていただくか、口座残高にご注意ください。（口座振替され

た税金の還付はできません。）

・添付書類のご提出が難しい場合は、ご相談ください。

03広報やまなかこ 2020年6月号



問い合わせ　税務住民課　住民窓口グループ　℡.62-9973

子育て世帯への臨時特別給付金
令和2年度

子育て世帯への臨時特別給付金とは

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとし

て、児童手当（所得制限超過により特例給付となっている者を除く）を受給する世帯に対する臨時特

別の給付金（一時金）です。

支給金額

　対象児童1人当たり1万円です。

支給対象者

　対象児童に係る令和2年4月分（3月分を含む）の児童手当（本則給付）の受給者

対象児童

　児童手当（本則給付）の令和2年4月分の対象となる児童（3月分の対象となる児童含む）

　※3月31日までに生まれた児童が対象。新高校1年生を含む。

支給方法等

　原則、申請は不要です。（公務員を除く）

　児童手当の振込口座への支給となります。支給日等の詳細については、今後対象の世帯に通知を

送付予定です。しばらくお待ちください。

※公務員の方が申請をするためには、所属庁から配布される申請書に必要事項を記載の上、所属庁

に提出し、所属庁の証明を受けた上で、令和2年3月31日時点で住民票のある市町村に申請して

ください。（予定）

支給時期

　山中湖村は６月中を予定しております。

　公務員の方については申請が必要なため、７月以降となる予定です。

一時的な資金の緊急貸付に関するご案内

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、

生活資金でお悩みの皆さまへ

各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付

け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しております。

本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世

帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等

の特例貸付を実施します。

具体的な内容のご確認等は山中湖村社会福祉協議会へお願いします。
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問い合わせ　税務住民課　医療保険グループ　℡.62-9973

傷病手当金が支給されます
国民健康保険

　傷病手当金は、被保険者が病気またはケガのため仕事ができない場合に、収入の3分の2を支給

する制度で、健康保険組合等が実施しています。この度、新型コロナウイルス感染症に感染した方、

又は発熱等の症状があり、感染が疑われる方で、仕事を休んだ従業員に、国民健康保険からも傷病

手当金の支給が可能となりました。（ただし、休職中に就業先から給与等の支給がある場合、傷病手

当金の全部もしくは一部の支給が制限されることがあります。）

対象（1．又は2．のどちらかに該当する方）

１．新型コロナウイルス感染症に感染した方で、労務に服することができなくなった日から起算し

て連続して3日間（待機期間）を経過した日から労務に服することができない期間

２．発熱等の症状があり、新型コロナウイルス感染症に感染が疑われる方（帰国者・接触者相談セ

ンターへの相談の目安と同程度）で、労務に服することができなくなった日から起算して、連

続して3日間（待機期間）を経過した日から労務に服することができない期間

支給額

　【直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額】×3分の2×日数

　【備考】事業主の証明が必要となります。また、支給額には上限があります。

適用期間

　令和2年1月1日から9月30日の間で療養のために労務に服することができない期間

　（ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6カ月まで）

申請書および申請方法

　申請書は、世帯主、被保険者（療養した方）、事業主、医療機関がそれぞれ記入する申請書が必要

になります。

　申請書を記載し、

　　（1）公的機関が交付した顔写真付きの身分証明書

　　（2）被保険者証

　　（3）印鑑

　　（4）世帯主の口座がわかるもの

を持参のうえ、税務住民課窓口にてご申請ください。（原則郵便での申請となります。）

貸付手続きの流れ

市区町村

社会福祉協議会

申込み 都道府県

社会福祉協議会

相談支援

送付

貸付決定・送金

問い合わせ　山中湖村社会福祉協議会　℡.62-2227

05広報やまなかこ 2020年6月号



国勢調査HP　https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020campaign/

年金ニュース

新型コロナウイルス感染症の影響による
減収を事由とする

国民年金保険料免除について

1．対象となる方

　臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の２点をいずれも満た

した方が対象になります。

　（1）令和２年２月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと

　（2）令和２年２月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の

　　  免除等に該当する水準になることが見込まれること

2．対象期間　令和２年２月分以降の国民年金保険料が対象となります。

3．申請及び手続き方法

　申請書は必要な添付書類とともに、税務住民課住民窓口グループまたは大月年金事務所へ提出もし

くは郵送してください。

4. 申請に必要な書類

　臨時特例による免除の申請に必要な書類は以下の２つの書類となります。申請の際には、以下の２

つの書類をご提出願います。申請書は税務住民課窓口もしくは日本年金機構ホームページに掲載され

ています。

　１国民年金保険料免除・納付猶予申請書　　

　２所得の申立書（簡易な所得見込額の申立書（臨時特例用））

5. 注意点

　免除等期間については、通常の免除申請と同様に、追納をしない限り将来受け取る老齢基礎年金が

少なくなります。追納は１０年以内であれば可能です。

　令和２年５月１日から、新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が

困難となった場合の臨時による特例免除申請の受付手続きが開始されています。

問い合わせ　税務住民課　住民窓口グループ　℡.62-9973

　　　　　　大月年金事務所　　　　　　　　℡.0554-22-3811

任命期間　8月中旬～10月下旬（予定）

報　　酬　約4万円～7万円程度（担当する調査区

　　　　　数や調査世帯数により増減します。）

募集要件　村内在住の20歳以上の方

応募方法　総合政策課までお問い合わせください。

　　　　　申込み書の記入案内と

　　　　　簡単な面談を行います。

募集期限　6月26日（金）

問い合わせ　総合政策課　地域情報グループ　℡.62-9971
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No.
202

　村に住所がない方でも、村内に事務所・事業所又は家屋敷（別荘等）を所有する場合は、村県民税の均等

割が課税されます。これは村民ではなくても、村内に家屋敷等を所有することにより受ける行政サービス

（防災、救急救命、道路の整備等）に対して、一定の負担をしていただく税金です。

　村民税と県民税を併せたものが村県民税で、一般的に住民税と呼ばれます。

○村県民税の主な内容　村県民税は、毎年１月１日現在、山中湖村に居住している個人に課税される税金で、前年の所得に応じて課

税される「所得割10％（村民税6％、県民税4％）」と所得の多少にかかわらず均等の額で課税される「均等割

5,500円（村民税3,500円、県民税2,000円）」を併せて納めていただくものですが、下記に該当する方は、両

方または一方が非課税になります。

家屋敷課税について（地方税法第２９４条第１項第２号）

　村県民税の納期及び口座振替は次のとおりとなります。

◆納期について

所得割と均等割が
非課税になる方

生活保護法により生活扶助を受けている方

障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が
125万円以下の方

所得割が非課税に
なる方

扶養のない方

扶養のある方

前年の総所得金額が35万円以下の方

前年の総所得金額が
35万円×（本人＋扶養者数）＋32万円以下の方

均等割が非課税に
なる方

扶養のない方

扶養のある方

前年の合計所得金額が28万円以下の方

前年の合計所得金額が
28万円×（本人＋扶養者数）＋16万8千円以下の方

納期限・口座振替日

第１期・全期

第２期

第３期

第４期

　　6月30日（火）

　8月３１日（月）

１1月  2日（月）

　2月  １日（月）

村県民税（住民税）とは？

本年度の村県民税
第１期・全期分の納期限は

納期限・口座振替日ともに

となります。

6月30日（火）

問い合わせ　税務住民課　調査課税グループ　℡.62-9972
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山 中 湖 村 の ま ち づ く り 紹 介

東 京 大 学 景 観 研 究 室 の 研 究 活 動  そ の 1

VOL.1

2013年からはじまった東京大学景観研究室

による山中湖村での研究活動

◆ 未来発表会での学生による発表の様子

毎年度末には、調査成果を村と共有しています。

　東京大学景観研究室では、2013年度から7年間、山中湖村

の豊かな暮らしを支える公共空間のデザインを目指し、村の成

り立ちや地域に根ざす文化について調査をおこなってきまし

た。7年間で現地調査に訪れた学生は20名以上にもおよび、

そのうち8名は山中湖村での調査をもとに卒業論文や修士論

文を書くことができました。今年度の広報誌のなかで、山中湖

村のまちづくりの紹介とともに、過去7年間におこなった調査

の内容の一部をみなさまにご紹介していければと思います。

足繁く村に通い、たくさんの方のお話を伺い、多くの資料と向き合いました

　調査にあたっては、まず足繁く村に通いました。現地を歩いて周り、五感をフルにつかって山中湖村の風景の魅力

や特徴を知ることを目指しました。同時に、たくさんの村の方にお話を伺いました。山中湖村の歴史に関する内容か

ら、現在の村での暮らしに関する内容まで多岐に渡るお話をいただき、その度に様々な発見がありました。時には大

事なお祭りに参加させていただくこともありました。またアンケート調査のご協力をお願いする場合もあり、多くの方

からご回答をいただきました。さらには、大量の古い地図や歴史的な文献とにらめっこしながら、現在の山中湖村が

持つ魅力がどのように形作られ、継承されてきたのか、先輩・後輩が一丸となって調査してきました。

※山中湖村では村民の方、さらには村外の方による、まちづくりをとりまく多種多様な活動が活発におこなわれています。

今後の「山中湖村のまちづくり紹介」では、東京大学景観研究室以外の団体による活動についても掲載予定です。

こ れ ま で の 学 生 に よ る 村 の 方 へ の ヒ ア リ ン グ 調 査 の 様 子

    ー た く さ ん の 方 の 優 し さ に 支 え ら れ な が ら 活 動 し て い ま す ー
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湖畔景観の変遷の調査

地区ごとに大きく異なる湖畔景観について、その変遷と要因を調査しました。

平野地区における合宿地の形成過程の調査

住民主体による観光地化に伴った合宿地の形成過程の特徴について調査しました。

山中地区における集落構造の変容過程の調査

湖畔道路の整備に伴った地区の街路網、集落範囲、生業の変容過程について調査しました。

山中地区「たて道」の調査

湖に向かう道の利用に関する調査をもとにグランドデザインを提案し、整備が進行中です。

長池地区における集落空間の変容と村落共同体の関係性の調査

集落内の土地利用・所有と地域の同族組織について、その変容と関係性を調査しました。

平野地区における集落空間構造と村落共同体の関係性の調査

地区内の土地の所有・利用形態と地域組織について、その変容と関係性を調査しました。

集落構造の近代的変容と共同体的特徴の関係性の調査

山中湖村全体について、近世由来の集落構造の近代化に伴った

変容と、今も残る地域の特徴の関係性を調査・分析しました。

冊子「未来ハンドブック(案)」作成

今までの成果をまとめた冊子を作成し、村の方と共有しました。

ひらりの利用状況調査①

ゆいの広場ひらりの整備箇所について利用状況を調査しました。

桂川沿いの東電跡地設計提案

丸尾地区の方の協力をいただきながら広場整備が進行中です。

冊子「山中湖村の行事」作成

村の年中行事に可能な限り参加し紹介する冊子を作成しました。

ひらりの利用状況調査②

昨年度との比較をもとに、ひらりの整備効果を分析しました。

山中地区の地域住民による空間認識の調査

住民の方がどのように地域の認識をされているか調査しました。

富士五湖地域の水辺開発の調査

富士五湖湖畔の観光開発による水辺空間の変化を調査しました。

富士五湖地域での空間認識の調査

住民の方の空間認識について富士五湖地域の特徴を調査しました。

　　　　　　　　　　　→次ページで詳しく紹介します！

冊子「未来ハンドブック(案)」は2013年度から

の4年間の調査成果をまとめた内容です。

山中地区の「たて道」の調査結果とデザイン提

案をもとに、実際に整備が進行中です。

各地区の様々な行事に参加しました。冊子「山

中湖村の行事」は村役場でも閲覧できます。

桂川沿いの模型を作成し、村の方と意見交換を

しながら提案をおこないました。

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

の調査内容とその成果　7 年間
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アンケート調査を実施し、住民の方々に

「まちの中心」と思う場所をお聞きしました

　東京大学景観研究室の研究活動の一環として、昨年度は山中・

平野の2地区の住民の皆さんを対象に「まちの中心」と思う場所に

ついてアンケート調査を実施し、山中区で165名、平野区で122

名の回答をいただきました。「まちの中心」については地域の歴史

や観光業、日常生活など様々な観点からの回答がみられ、それぞ

れの地区の特徴が反映されていることがわかりました。回答結果

を重ね合わせたところ、山中区では明神前交差点、平野区では平

野交差点に最も多くの回答が集まっていることがわかりました。

富士河口湖町の船津区・河口区でも

アンケート調査を実施しました

　山中湖村の山中区・平野区に加えて、富士河口湖町の船津区・

河口区に在住の自治体職員を対象に同様のプレアンケート調査を

実施しました。船津区では観光客の多く集まる河口湖駅に、河口

区では古くからの歴史を有する河口浅間神社に最も回答が集中し

ていました。

◆ 「地域の中心」と思う場所を
　　地図上で記入します

研 究 に 取 り 組 ん だ 学 生 か ら の メ ッ セ ー ジ

　（ 東 京 大 学 景 観 研 究 室 修 士 1 年 ・ 上 林 就 ）

◆ 富山大学での土木計画学会での発表の様子

◆ 大学での卒業論文の審査会の様子

Member

1

　自分は生まれも育ちも東京で地域のつながりのようなものと

はあまり縁がありませんでした。山中湖村を訪れ、様々な地域行

事に参加し、住民の皆さんとお話する中でまちへの愛情にあふ

れる人達が地域の豊かな文化を次の世代につないでいるんだと

知りました。山中湖村の未来に向けて一助になりたいと思い研

究に取り組みました。

　配布したアンケートは記入量も多く、回答するのが大変だった

と思いますが、大変多くの人に協力いただき本当に感謝してい

ます。ありがとうございました！

　研究を通じていただいた山中湖村との縁を

大切に、引き続き活動に励んでいきますのでよ

ろしくお願いします！

村役場

山中：公民館　　長池：コミュニティセンター

旭日丘：情報創造館  　平野：ゆいの広場ひらり

◆ デザインノートはここでも見られます！

①  村役場 web サイトに掲載

https://www.vill.yamanakako.lg.jp/

docs/2019011800019/

②  各地区の主要施設に大サイズで掲示

問い合わせ　総合政策課   ℡ 62-9971

◆ ぜひみなさんのご意見お寄せください！

2 0 1 9 富 士 五 湖 地 域 で の 空 間 認 識 の 調 査
ー 山 中 区 ・ 平 野 区 ー
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平 野

富 士 河 口 湖 町 に お け る ア ン ケ ー ト 結 果

ー船津区・河口区ー

Column

1

◆ 船津区（写真：河口湖駅） ◆ 河口区（写真：河口浅間神社）

　富士河口湖町で最大の人口を有する船津区では交通拠点で

ある河口湖駅に最も多くの回答がみられ、駅から湖沿いまで回

答が広く分布していました。

　一方、山中区同様に旧道（旧鎌倉往還）沿いに形成された河

口区では古くから地域の中心となっていた河口浅間神社を中心

に旧道沿いと湖近くとに回答が分離していました。

　平野区では最も回答が集中した平野

交差点（約73%）を中心に同心円状に

回答が広がっていることがわかりました。

回答理由別に分析すると、地域の歴史や

コミュニティ、観光面、機能・交通面のいずれの観点からの

回答においても平野交差点周辺に回答が集中していま

す。もともと高速バス停があるなど地域の玄関口だった場

所でしたが、古くからの地域コミュニティにとっても重要な

場所であったことから地域住民が集う場としてゆいの広

場ひらりをはじめとする整備を行った結果、地域住民にと

って中心と強く認識されたことがわかります。

山 中

　山中区では湖畔に沿った道路沿いに

広く回答が分布していましたが、中でも

明神前交差点周辺に約57%と最も回答

が集中しており、多くの人が地域の中心

として認識していることがわかりました。回答理由別に分

析すると、中心を地域の歴史やコミュニティの観点から回

答する場合には山中諏訪神社～御旅所にかけての旧道沿

いに回答が拡がって分布しています。一方、観光面から回

答する場合には湖畔沿いにかけて回答がみられており、

旧道沿いに成立した集落が観光開発に伴い湖側に開けて

きたという地区の特徴があらわれているといえます。
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マイナポイント予約（マイキーID設定）を支援しています

場　　　所　山中湖村役場　税務住民課窓口

実 施 期 間　９月３０日（水）まで　※土日祝、振替休日を除く

時　　　間　午前８：３０～午後５：１５

必要なもの　マイナンバーカード、マイナンバーカード取得時に設定した「４桁の暗証番号」が必要です。

マイナポイント予約をする際には、事前にマイナンバーカードを取得する必要があります。

税務住民課窓口で簡単に申請・写真撮影ができますのでお気軽にお問合せください。

※マイナンバーの通知カードは5月25日で廃止となりました。

　廃止になると次のような通知カードに関連する事務が行えなくなります。

 ・通知カードの新規発行及び再発行

 ・通知カードの住所変更や氏名など記載事項の変更　など

　なお、通知カード廃止後も数字12桁の個人番号（マイナンバー）は変わりません。

　廃止後の個人番号（マイナンバー）の確認方法は

 ・個人番号カード（マイナンバーカード）の取得

 ・個人番号（マイナンバー）記載の住民票の写しの取得（1通300円）となります。

　個人番号カード（マイナンバーカード）は申請から受け取りまで1ヵ月程度かかります。

　お早めに申請をお願いします。

　本村では、平成22年から10年間を計画期間とする｢山中湖村第4次長期総合計画｣を策定し、計画的にま

ちづくりを推進してきました。

　策定から10年が経過し、本村を取り巻く環境も大きく変化しています。多様化・複雑化する課題に対応し

総合的・戦略的な視点に立った持続可能な新たなまちづくりの指針となる「山中湖村第５次長期総合計画」を

策定しました。

【計画の構成】

　「基本構想」、「基本計画」で構成し、「基本構想」ではまちづくりの目指していく方向性を、「基本計画」では

具体的な取組の内容を示しています。

計画期間：10年間 ［令和２（2020）年度～令和11（2029）年度］

問い合わせ　税務住民課　住民窓口グループ　℡.62-9973問い合わせ　総合政策課　企画調整グループ　℡.62-9971

マイナンバーカードで
マイナポイントがもらえます

山中湖村第５次長期総合計画を策定しました

　若年者人口の減少、高齢者率の上昇等、本村における人口の現状を分析

し、将来の方向と将来展望を提示する平成27年に作成した人口ビジョンを

見直し、本村の実情に応じた令和2年度から令和6年までの5ヵ年の目標や

施策の基本的方向、具体的な施策をまとめた山中湖村まち・ひと・しごと創

生総合戦略を策定しました。

計画期間：5年間 ［令和2（2020）年度～令和6（2024）年度］

計画書の配布方法

　山中湖村第5次長期総合計画、第2期山中湖村人口ビジョン及び地方創

生総合戦略は村ホームページからダウンロードしてご利用ください。　　

　　　

　　　　　　https://www.vill.yamanakako.lg.jp

第２期山中湖村人口ビジョン及び
まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定しました
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マイナポイント予約（マイキーID設定）を支援しています

場　　　所　山中湖村役場　税務住民課窓口

実 施 期 間　９月３０日（水）まで　※土日祝、振替休日を除く

時　　　間　午前８：３０～午後５：１５

必要なもの　マイナンバーカード、マイナンバーカード取得時に設定した「４桁の暗証番号」が必要です。

マイナポイント予約をする際には、事前にマイナンバーカードを取得する必要があります。

税務住民課窓口で簡単に申請・写真撮影ができますのでお気軽にお問合せください。

※マイナンバーの通知カードは5月25日で廃止となりました。

　廃止になると次のような通知カードに関連する事務が行えなくなります。

 ・通知カードの新規発行及び再発行

 ・通知カードの住所変更や氏名など記載事項の変更　など

　なお、通知カード廃止後も数字12桁の個人番号（マイナンバー）は変わりません。

　廃止後の個人番号（マイナンバー）の確認方法は

 ・個人番号カード（マイナンバーカード）の取得

 ・個人番号（マイナンバー）記載の住民票の写しの取得（1通300円）となります。

　個人番号カード（マイナンバーカード）は申請から受け取りまで1ヵ月程度かかります。

　お早めに申請をお願いします。

　本村では、平成22年から10年間を計画期間とする｢山中湖村第4次長期総合計画｣を策定し、計画的にま

ちづくりを推進してきました。

　策定から10年が経過し、本村を取り巻く環境も大きく変化しています。多様化・複雑化する課題に対応し

総合的・戦略的な視点に立った持続可能な新たなまちづくりの指針となる「山中湖村第５次長期総合計画」を

策定しました。

【計画の構成】

　「基本構想」、「基本計画」で構成し、「基本構想」ではまちづくりの目指していく方向性を、「基本計画」では

具体的な取組の内容を示しています。

計画期間：10年間 ［令和２（2020）年度～令和11（2029）年度］

問い合わせ　税務住民課　住民窓口グループ　℡.62-9973問い合わせ　総合政策課　企画調整グループ　℡.62-9971

マイナンバーカードで
マイナポイントがもらえます

山中湖村第５次長期総合計画を策定しました

　若年者人口の減少、高齢者率の上昇等、本村における人口の現状を分析

し、将来の方向と将来展望を提示する平成27年に作成した人口ビジョンを

見直し、本村の実情に応じた令和2年度から令和6年までの5ヵ年の目標や

施策の基本的方向、具体的な施策をまとめた山中湖村まち・ひと・しごと創

生総合戦略を策定しました。

計画期間：5年間 ［令和2（2020）年度～令和6（2024）年度］

計画書の配布方法

　山中湖村第5次長期総合計画、第2期山中湖村人口ビジョン及び地方創

生総合戦略は村ホームページからダウンロードしてご利用ください。　　

　　　

　　　　　　https://www.vill.yamanakako.lg.jp

第２期山中湖村人口ビジョン及び
まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定しました
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問い合わせ　福祉健康課　地域包括支援センター　℡.62-9976

　生活が不活発となる原因として、新型コロナ感染症予防の「巣ごもり」とも表現される不要不急

な外出を控えることや、「骨折」「脳梗塞」「肺炎」等の各種病気の治療のために安静が必要になる

ことがあげられます。病気が改善しても、安静にしていたことにより筋力や体力が低下し、手すり

や車いすが必要となったり、トイレが間に合わなかったり、入浴が一人でできなくなることもあり、

介護保険サービスを利用するきっかけとなります。

　また、「認知症」においても、脳が記憶や学習ができずに自分の事が上手にできなくなることが

きっかけとなります。

　利用するきっかけの主な例をあげましたが、理由を問わず、家族や周囲の方から見て介護のこ

とを相談したいと思われたら、地域包括支援センターにご連絡ください。

　地域包括支援センターでは高齢者に

関する相談を受けております。

　最も多い内容は、介護の相談と介護

保険サービスについて知りたいという

問い合わせです。相談は本人からの場

合もありますが、ご家族からの相談が最

も多い状況です。

サービス利用のきっかけ

代表的な介護サービス

◎通所介護   日帰りで、食事、訓練、入浴ができます。

◎通所リハビリテーション 日帰りで、機能訓練を行うことができます。

    合わせて食事、入浴ができます。

◎訪問介護   ホームヘルパーに自宅を訪問してもらい食事、入浴、トイレ等の

　　　　　　　　　　　　　援助を受けられます。

◎福祉用具のレンタル  歩行器、手すり、ベッド等が日常的に必要な方はレンタルできます。

◎施設サービス  自宅ではなく施設に生活の場所すべてを変え過ごす場所となります。

    常に介護（食事が一人でできない、トイレにいけない等）が必要で、

    自宅では介護ができない方が利用しています。

　今回は介護保険サービスを利用するきっかけの一端を紹介しました。今後も介護保険サービス

に関して紹介していきます。そして、新型コロナ感染症は、人類とウイルスとの戦いともいえ、不安

になることも多いと思いますが、まずは自分の体力を低下させることなく、健康的に自宅で過ごし

ていきましょう。

介護サービスでできる事

最後に

介護保険サービスの利用について
～ きっかけは家族からの相談や入院 ～

山中湖村地域包括支援センターからのお知らせ

知って
安心

⇒

介護保険サービスのご利用の流れ

・病気や生活習慣等をきっかけに、自分の身の回り

の事を行うのに人の手助けが必要な状態となる

・介護保険の相談・申請する（地域包括支援センター）

⇒
・介護の認定を受け、介護サービスを利用する

令和２年度
介護保険料決定における所得状況について

　介護保険料は所得に応じて段階（第１段階から第９段階）が決められており、令和２年度

の介護保険料を決定するために所得状況の申告が必要となります。

　令和元年度分の所得が未申告の場合、令和２年度介護保険料を正確に算定することが

できず、本来の保険料より高額となることがあります。

　また、同一世帯に所得の把握ができない方がいる場合も同様ですので、確定申告また

は住民税の申告をされていない方は、税務住民課で申告をお願いします。（※所得のない

方も申告が必要です。）

　１月以降に転入された方については、前住所地の市区町村において所得の確認をさせ

ていただき、保険料を決定します。

　７月上旬に令和２年度介護保険料納入通知書（年間分）を送付いたしますので、納入方

法、保険料等をご確認ください。

負担限度額認定証の更新について

　前年度、介護保険負担限度額認定証の交付を受けている方を対象に、令和２年８月から

適用分の更新のお知らせを６月中旬に送付しますので、引き続き認定を希望される方は７

月末までに更新の手続きをお願いします。

だより介護保険

問い合わせ　福祉健康課　介護保険グループ　℡.62-9976
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問い合わせ　福祉健康課　地域包括支援センター　℡.62-9976
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な外出を控えることや、「骨折」「脳梗塞」「肺炎」等の各種病気の治療のために安静が必要になる

ことがあげられます。病気が改善しても、安静にしていたことにより筋力や体力が低下し、手すり

や車いすが必要となったり、トイレが間に合わなかったり、入浴が一人でできなくなることもあり、

介護保険サービスを利用するきっかけとなります。

　また、「認知症」においても、脳が記憶や学習ができずに自分の事が上手にできなくなることが

きっかけとなります。

　利用するきっかけの主な例をあげましたが、理由を問わず、家族や周囲の方から見て介護のこ

とを相談したいと思われたら、地域包括支援センターにご連絡ください。

　地域包括支援センターでは高齢者に

関する相談を受けております。

　最も多い内容は、介護の相談と介護

保険サービスについて知りたいという

問い合わせです。相談は本人からの場

合もありますが、ご家族からの相談が最

も多い状況です。

サービス利用のきっかけ

代表的な介護サービス

◎通所介護   日帰りで、食事、訓練、入浴ができます。

◎通所リハビリテーション 日帰りで、機能訓練を行うことができます。

    合わせて食事、入浴ができます。

◎訪問介護   ホームヘルパーに自宅を訪問してもらい食事、入浴、トイレ等の

　　　　　　　　　　　　　援助を受けられます。

◎福祉用具のレンタル  歩行器、手すり、ベッド等が日常的に必要な方はレンタルできます。

◎施設サービス  自宅ではなく施設に生活の場所すべてを変え過ごす場所となります。

    常に介護（食事が一人でできない、トイレにいけない等）が必要で、

    自宅では介護ができない方が利用しています。

　今回は介護保険サービスを利用するきっかけの一端を紹介しました。今後も介護保険サービス

に関して紹介していきます。そして、新型コロナ感染症は、人類とウイルスとの戦いともいえ、不安

になることも多いと思いますが、まずは自分の体力を低下させることなく、健康的に自宅で過ごし

ていきましょう。

介護サービスでできる事

最後に

介護保険サービスの利用について
～ きっかけは家族からの相談や入院 ～

山中湖村地域包括支援センターからのお知らせ

知って
安心

⇒

介護保険サービスのご利用の流れ

・病気や生活習慣等をきっかけに、自分の身の回り

の事を行うのに人の手助けが必要な状態となる

・介護保険の相談・申請する（地域包括支援センター）

⇒

・介護の認定を受け、介護サービスを利用する

令和２年度
介護保険料決定における所得状況について

　介護保険料は所得に応じて段階（第１段階から第９段階）が決められており、令和２年度

の介護保険料を決定するために所得状況の申告が必要となります。

　令和元年度分の所得が未申告の場合、令和２年度介護保険料を正確に算定することが

できず、本来の保険料より高額となることがあります。

　また、同一世帯に所得の把握ができない方がいる場合も同様ですので、確定申告また

は住民税の申告をされていない方は、税務住民課で申告をお願いします。（※所得のない

方も申告が必要です。）

　１月以降に転入された方については、前住所地の市区町村において所得の確認をさせ

ていただき、保険料を決定します。

　７月上旬に令和２年度介護保険料納入通知書（年間分）を送付いたしますので、納入方

法、保険料等をご確認ください。

負担限度額認定証の更新について

　前年度、介護保険負担限度額認定証の交付を受けている方を対象に、令和２年８月から

適用分の更新のお知らせを６月中旬に送付しますので、引き続き認定を希望される方は７

月末までに更新の手続きをお願いします。

だより介護保険

問い合わせ　福祉健康課　介護保険グループ　℡.62-9976
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問い合わせ　福祉健康課　福祉グループ　℡.６２-９９７６

問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　℡.６２-９９７６

障害者差別解消法

乳がん・骨粗しょう症
車検診を受診予定の方へ

　国や市町村などの行政機関、会社、お店

などの民間事業者による「障害を理由とす

る差別」をなくし、障害の有無に関わらず、

お互いに人格と個性を尊重しあいながら共

生できる社会をつくるための法律です。障

害を理由とする不当な差別的扱いと合理的

配慮の不提供が禁止されています。

　不当な差別的取扱いを受けた、合理的配慮をしてもらえなかったなど、困ったことがあったら、

福祉健康課または障害者差別地域相談員までご相談ください。

　山中湖村では、槌屋勝三さんが障害者差別地域相談員に県から委嘱されています。

　受診にあたっては、感染症対策を行ったうえで受診をしてください。

●会場に来る前に検温をしてお越しください。発熱がある場合は、受診をお控えください。

●自宅からマスクを着用してお越しください。

●指定の受付時間以外の受付はできません。指定の受付時間に必ずお越しください。

　ご協力いただけない場合や体調不良のある方には、受診をお断りさせていただくことがありま

すので、ご理解とご協力をお願いいたします。

　なお、感染症の発生状況により、急遽中止となる可能性もあります。

　次回の車検診は１０月に行います。基礎疾患のある方や高齢者の方、体調に不安のある方は、次

回の利用をご検討ください。

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、以下の対応を行ったうえで実施します。

日時　6月29日（月）受付時間13:00～15:00

会場　老人福祉しあわせセンター

１．受付時間を延長し、なおかつ時間ごとの人数を制限して行います。

２．会場に入る前に検温及び体調の確認を行います。

３．椅子等の間隔を空け、換気の実施、アルコール消毒の設置を行います。

　（検診バスの車内も同様に行います）

○不当な差別的扱いとは…障害を理由に施設の利

用や習い事を断られた、車椅子の利用者が入店を

断られたなど。

○合理的配慮とは…段差がある場合にはキャス

ター上げなどの補助を行う、筆談、読み上げ、ゆっ

くりと丁寧に説明するなどコミュニケーションの

方法を工夫するなど。

障害者差別解消法って何？

受診を予定されている方へのお願い

ご存知
ですか

？

6月29日（月）
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新型コロナウイルス感染症から身を守るために
緊急事態宣言が解除されても、感染症が撲滅されたわけではありません。

今後の拡大や発生を防ぐためには、引き続き一人ひとりの協力が重要です。

自分や周囲の人を守るためにも、警戒心を緩めず、新しい生活様式を継続することを心がけましょう。

17広報やまなかこ 2020年6月号



山中湖村スポーツ推進委員
YouTubeチャンネル開設について

　山中湖村スポーツ推進委員では、家で簡単に出来るストレッチやエクササイズをYouTubeで配信してい

ますので是非視聴してください。今後も、新しい動画を配信していきますので、引き続きご活用ください。

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い
マスクを寄贈して頂きました

　これまでに（5月19日現在）村の内外の多くの方々から、マスクをご寄贈いただきました。

　お気持ちに深く感謝いたします。

　頂きましたマスクについては、村内の妊婦の方や要介護認定者の方、各福祉施設などで役立てさせていた

だきたいと思います。ありがとうございました。

マスクをご寄贈頂いた方々

●株式会社アルス 様　（不織布マスク）

●株式会社吉羽木材 様　（手作り布マスク）

●富士急行株式会社 様　（不織布マスク）

●株式会社蒼天 様　（不織布マスク）

●特定非営利法人ガイア 様　（綿マスク）

●富士松園ホテル 様　（マスクカバー）

　上記以外に別荘所有者の方からご寄贈いただいております。

株式会社アルス様から不織布マスクを頂きました 富士松園ホテル様からマスクカバーを頂きました

山中湖村スポーツ推進委員チャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCaMTtJG-1M2AaGv3OU1VDxQ

コロナに負けない！自宅でできる運動！
CATV山中湖で放映中！！

　新型コロナウイルス感染拡大予防のため、当面の間、『「元気いっぱい」運動教室』はお休みさせていただい

ています。感染拡大予防対策への皆さんのご協力とご理解に感謝しております。新型コロナウイルス感染予

防に取り組む一方で、外出等の自粛に伴い住民の皆さんの身体活動の機会も制限されているところだと思い

ます。そこで、自宅でできる運動をCATV山中湖で放映いたしますので、ぜひご活用ください。

放映時間　毎日（日曜日は除く）　12：00～、19：00～　

　　　　　10チャンネル山中湖エリア「とことん！コミチャン」内の前後で放送中

問い合わせ　観光産業課　産業振興グループ　℡.62-9978

　村では、山梨県第二種特定鳥獣管理計画、山中湖村鳥獣被害防止計画に基づき、通年、村内全域において、

山中湖村鳥獣被害対策実施隊によるニホンジカとイノシシ（主にニホンジカ）の管理捕獲を行っております。

原則毎週水曜日は一斉管理捕獲日となります。ご理解とご注意をお願いいたします。

ニホンジカ・イノシシの管理捕獲を行っています

　毎年６月上旬に開催しております「長寿会スポーツ大会」は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年

度の開催を中止といたします。

　開催を楽しみにされていた皆様には大変申し訳ございませんが、ご理解ご協力をよろしくお願いいたしま

す。来年度の開催時には多くの皆様のご参加をお待ちしております。

第４５回山中湖村長寿会スポーツ大会の中止について
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山中湖村スポーツ推進委員
YouTubeチャンネル開設について

　山中湖村スポーツ推進委員では、家で簡単に出来るストレッチやエクササイズをYouTubeで配信してい

ますので是非視聴してください。今後も、新しい動画を配信していきますので、引き続きご活用ください。

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い
マスクを寄贈して頂きました

　これまでに（5月19日現在）村の内外の多くの方々から、マスクをご寄贈いただきました。

　お気持ちに深く感謝いたします。

　頂きましたマスクについては、村内の妊婦の方や要介護認定者の方、各福祉施設などで役立てさせていた

だきたいと思います。ありがとうございました。

マスクをご寄贈頂いた方々

●株式会社アルス 様　（不織布マスク）

●株式会社吉羽木材 様　（手作り布マスク）

●富士急行株式会社 様　（不織布マスク）

●株式会社蒼天 様　（不織布マスク）

●特定非営利法人ガイア 様　（綿マスク）

●富士松園ホテル 様　（マスクカバー）

　上記以外に別荘所有者の方からご寄贈いただいております。

株式会社アルス様から不織布マスクを頂きました 富士松園ホテル様からマスクカバーを頂きました

山中湖村スポーツ推進委員チャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCaMTtJG-1M2AaGv3OU1VDxQ

コロナに負けない！自宅でできる運動！
CATV山中湖で放映中！！

　新型コロナウイルス感染拡大予防のため、当面の間、『「元気いっぱい」運動教室』はお休みさせていただい

ています。感染拡大予防対策への皆さんのご協力とご理解に感謝しております。新型コロナウイルス感染予

防に取り組む一方で、外出等の自粛に伴い住民の皆さんの身体活動の機会も制限されているところだと思い

ます。そこで、自宅でできる運動をCATV山中湖で放映いたしますので、ぜひご活用ください。

放映時間　毎日（日曜日は除く）　12：00～、19：00～　

　　　　　10チャンネル山中湖エリア「とことん！コミチャン」内の前後で放送中

問い合わせ　観光産業課　産業振興グループ　℡.62-9978

　村では、山梨県第二種特定鳥獣管理計画、山中湖村鳥獣被害防止計画に基づき、通年、村内全域において、

山中湖村鳥獣被害対策実施隊によるニホンジカとイノシシ（主にニホンジカ）の管理捕獲を行っております。

原則毎週水曜日は一斉管理捕獲日となります。ご理解とご注意をお願いいたします。

ニホンジカ・イノシシの管理捕獲を行っています

　毎年６月上旬に開催しております「長寿会スポーツ大会」は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年

度の開催を中止といたします。

　開催を楽しみにされていた皆様には大変申し訳ございませんが、ご理解ご協力をよろしくお願いいたしま

す。来年度の開催時には多くの皆様のご参加をお待ちしております。

第４５回山中湖村長寿会スポーツ大会の中止について
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山中湖「報湖祭」花火大会　開催中止について

問い合わせ　（一社）山中湖観光協会　℡.62-3100

　８月１日に開催を予定しておりました、山中湖「報湖祭」花火大会につきましては、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大を踏まえ、中止となりました。

交流プラザきらら 6月スポーツ教室のお知らせ

問い合わせ　山中湖交流プラザきらら　℡.20－3111

　その他にも多数スポーツ教室実

施します。詳しくはホームページ、

館内掲示にてお知らせします。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止とさせていただく場合がございます。予めご了承ください。

初回無料体験教室のご案内

ノルディックウォーキング教室

ウォーキング教室

ラララサーキットライト

6月  9日(火)

6月16日(火)

6月11日(木)

10:00～11:00

10:00～11:00

10:30～11:15

教室名 開催日 時　間

指定管理者：ミズノ・レイグループ

花の都公園 6月の開花予定

問い合わせ　花の都公園　℡.62-5587　ホームページhttp://www.hananomiyakokouen.jp/

※新型コロナウイルス感染症の影響で休園となる場合がござ

　います。お出かけされる際は事前にお問い合わせください。

※開花時期は天候等により前後する場合があります。

※村民の皆さんへ：村民証の提示で入園料・駐車料が無料となりますのでお気軽にお越しください。

◆ネモフィラ：～6月中旬

◆キカラシ：6月中旬～6月下旬

◆ヤグルマギク：6月中旬～7月中旬

◆かすみ草：6月下旬～7月上旬

◆ポピー：6月下旬～7月中旬

◆カリフォルニアポピー（花菱草）：６月下旬～7月中旬

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、開催時期は未定となっております。

そのなかで昨今話題の「東大全共闘」は、
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じゃんけんぽんじゃんけんぽんじゃんけんぽん
No.188

つどいの広場再開についてのお知らせ

今年度の交通災害共済加入は、もうお済みですか？

交通災害共済には今からでも加入できますので、家族そろって加入しましょう。

交通災害共済とは　加入者が交通災害（交通事故による災害）にあった場合に、けが等の被害の程度に

　　　　　　　　　よって見舞金をお支払する相互救済制度です。

掛　　金　年額（ひとり） ５００円

共済期間　加入日（掛金をお支払いの日）の翌日から令和３年３月３１日

見 舞 金　〇死亡 １００万円　〇障害 ２０～３０万円　〇傷害 １～１８万円

加入方法　総務課にお越しください。

交通災害共済への加入を忘れていませんか

★子育て支援センターでは子育ての悩みや育児についての相談を受付けています。

　心配事を抱え込んでしまわないで、つどいの広場までお気軽にご相談ください。

　山中・平野保育所でも相談を受け付けています。

　相談は電話でも来所でもOKです。

　相談についての秘密は守ります。

　山中保育所 ℡.62－0179　平野保育所 ℡.65－8542

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、つどいの広場はお休みしていましたが、山梨県の緊急事態宣言

解除にともない、6月1日（月）より利用制限しながら再開いたします。感染拡大防止のためイベントは中止し、

利用は予約制としました。できるだけたくさんの方に利用していただけるよう、一家庭週一回の利用とさせて

いただきます。皆さんのご理解・ご協力をお願い申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　

・開 設 日　月・水・金

・時　　間　9時30分～12時・13時～15時30分の2部制（感染防止のため、昼食をとることはできません）

・利 用 者　午前・午後各親子3組まで

・利用方法　予約制（月・水・金の開設時間内に電話にて予約をしてください。）

・利用条件　１．山中湖村民であること。

　　　　　　２．発熱（37.5度以上）及び咳・鼻水・下痢等の症状がないこと。

　　　　　　３．自宅で検温（親子共）し、マスクの着用（親子共）をお願いします。
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問い合わせ　総務課　総務グループ　℡.６２－１１１１

問い合わせ及び予約先　つどいの広場　☎62-2010
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　相談についての秘密は守ります。

　山中保育所 ℡.62－0179　平野保育所 ℡.65－8542

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、つどいの広場はお休みしていましたが、山梨県の緊急事態宣言

解除にともない、6月1日（月）より利用制限しながら再開いたします。感染拡大防止のためイベントは中止し、

利用は予約制としました。できるだけたくさんの方に利用していただけるよう、一家庭週一回の利用とさせて

いただきます。皆さんのご理解・ご協力をお願い申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　

・開 設 日　月・水・金

・時　　間　9時30分～12時・13時～15時30分の2部制（感染防止のため、昼食をとることはできません）

・利 用 者　午前・午後各親子3組まで

・利用方法　予約制（月・水・金の開設時間内に電話にて予約をしてください。）

・利用条件　１．山中湖村民であること。

　　　　　　２．発熱（37.5度以上）及び咳・鼻水・下痢等の症状がないこと。

　　　　　　３．自宅で検温（親子共）し、マスクの着用（親子共）をお願いします。
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問い合わせ及び予約先　つどいの広場　☎62-2010
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法人運営事業 福祉機器貸出事業

次世代支援事業！ 山中湖村
社会福祉協議会の移転

　本事業は、赤い羽根共同募金配分金を活用して行って

いる事業です。

　社会福祉協議会に申請に来ていただいた方にプレゼ

ントさせていただきます。（※母子手帳をコピーさせて

いただきます）

対象者　令和２年４月２日以降に出産された方。

　社会福祉法人 山中湖村社会福祉協議会は、山中湖村

役場から下記に移転しています。

　この事業は、山中湖村の住民で在宅において、日常生活を営むのに支障がある方に対し、福祉機器の貸し出しを

行う事により、日常生活の自立援助及び介護者の負担軽減を目的としています。

※ 金額については、１ヶ月貸し出した場合。

　　１週間以内は無料とします。

＜ 対象者 ＞

村内に在住し、社協会費を完納している方。

＜ 申請手続  ＞

貸し出しを希望する方は、社会福祉協議会事務所にて申請手続き

を行ってください。（事前に電話相談してください）

＜ 使用期間  ＞

１．各機器貸出期間は、１ヶ月以内。但し継続もできます。

２．再度継続借用を行う場合は、再借用申請書の提出が必要です。

３．再貸出期間の最長期間は、６ヶ月以内になります。

6月の予定
内　容

給食サービス（ひとり暮らし等）

曜 日

火

日　程

2･9･16･23・30日

給食サービス（ひとり暮らし等）金5･12･19･26日

特別会費（口座引落分）納入締切水10日

紙おむつ配布サービス金12日

山中湖村社会福祉協議会 理事会ー

山中湖村社会福祉協議会 評議員会ー

上旬

中旬

山中湖村社会福祉協議会
山中湖村山中３５２－１   TEL:６２－２２２７ FAX：６２－２２２８

１．車イス

２．エアーマット

３．歩行器

４．松葉づえ

５．その他

６００円

１，２００円

　　２００円

　　　　無料

ありがとうございました。

ご寄付をいただきました。

赤ちゃんが生まれたお祝いとして

バスタオルをプレゼントします。

《寄付者》

　・海野 澄男 様

＜ 貸出機器の種類と金額 ＞

山中湖村社会福祉協議会 （移転先）

住　所　〒４０１－０５０１　山中湖村山中３５２－１ 

電　話　０５５５－６２－２２２７  

F A X　０５５５－６２－２２２８
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法人運営事業 福祉機器貸出事業

次世代支援事業！ 山中湖村
社会福祉協議会の移転

　本事業は、赤い羽根共同募金配分金を活用して行って

いる事業です。

　社会福祉協議会に申請に来ていただいた方にプレゼ

ントさせていただきます。（※母子手帳をコピーさせて

いただきます）

対象者　令和２年４月２日以降に出産された方。

　社会福祉法人 山中湖村社会福祉協議会は、山中湖村

役場から下記に移転しています。

　この事業は、山中湖村の住民で在宅において、日常生活を営むのに支障がある方に対し、福祉機器の貸し出しを

行う事により、日常生活の自立援助及び介護者の負担軽減を目的としています。

※ 金額については、１ヶ月貸し出した場合。

　　１週間以内は無料とします。

＜ 対象者 ＞

村内に在住し、社協会費を完納している方。

＜ 申請手続  ＞

貸し出しを希望する方は、社会福祉協議会事務所にて申請手続き

を行ってください。（事前に電話相談してください）

＜ 使用期間  ＞

１．各機器貸出期間は、１ヶ月以内。但し継続もできます。

２．再度継続借用を行う場合は、再借用申請書の提出が必要です。

３．再貸出期間の最長期間は、６ヶ月以内になります。

6月の予定
内　容

給食サービス（ひとり暮らし等）

曜 日

火

日　程

2･9･16･23・30日

給食サービス（ひとり暮らし等）金5･12･19･26日

特別会費（口座引落分）納入締切水10日

紙おむつ配布サービス金12日

山中湖村社会福祉協議会 理事会ー

山中湖村社会福祉協議会 評議員会ー

上旬

中旬

山中湖村社会福祉協議会
山中湖村山中３５２－１   TEL:６２－２２２７ FAX：６２－２２２８

１．車イス

２．エアーマット

３．歩行器

４．松葉づえ

５．その他

６００円

１，２００円

　　２００円

　　　　無料

ありがとうございました。

ご寄付をいただきました。

赤ちゃんが生まれたお祝いとして

バスタオルをプレゼントします。

《寄付者》

　・海野 澄男 様

＜ 貸出機器の種類と金額 ＞

山中湖村社会福祉協議会 （移転先）

住　所　〒４０１－０５０１　山中湖村山中３５２－１ 

電　話　０５５５－６２－２２２７  

F A X　０５５５－６２－２２２８
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5月21日から特別定額給付金及び、山中湖村元気給付金が受付開始となりました。
申請期限は8月20日です。早めの申請をお願いいたします。

今月の表紙の写真！

世帯数

人　口

2,922 （+8）

247 （+6）

2,443 （+20）

男

2,882 （+7）女

5,804 （+15）計

内外国人

山中湖村の人口と世帯 （令和2年4月末日現在）

（  ）は前月比

● クイズラリー

● 缶バッジ作り

詳細はホームページ、Facebookにてご連絡

いたします。

日時　6月20日(土)～22日(月)

会場　富士山世界遺産センター

参加・費用　無料

　　　　　（ただし、映画・落語観覧は有料）

問い合わせ

　富士山世界遺産センター　　

　℡.0555-72-0259

※新型コロナウイルス感染防止対応で、中止

となる可能性があります。詳細がわかり次

第、ホームページへ掲載いたします。

　　　℡.62-9976

※各健診・教室は老人福祉しあわせセンター

　で行います。

乳児健康相談

日時　6月17日（水）

　　　午後１時１５分～１時４５分受付

対象　令和１年7・１0月、令和２年1月生まれ

　　　（5月13日実施延期分）

　　　令和１年8・１1月、令和２年2月生まれ

5歳児健診

日時　6月16日（火）

　　　午後１時～１時30分受付

対象　平成２7年4・5・6・7月生まれ

母子健康手帳の交付

交付日　毎週木曜日

※都合の悪い方は福祉健康課保健師まで

　ご連絡ください。

時間　午前８時３０分～午後５時１５分

場所　福祉健康課窓口

　山梨県立ふじざくら支援学校では、新型

コロナウイルス感染拡大防止のため、６月

１１日（木）に予定しておりましたオープン

スクールを中止とします。

　今 後 も、本 校 の 教 育 活 動を 地 域 の 皆

様に 知って い ただけるようH P（ w w w .

fujizaky.kai .ed. jp）等を通してお伝えし

ていきたいと思います。

　なお、教育相談につきましては、通年で

お受けしております。お気軽に電話でお申

し込みください。

問い合わせ

　山梨県立ふじざくら支援学校 

　℡.０５５５-７２-５１６１

　担当：山本・小宮山・石井（地域支援部）

　商工会は、地域商工業者や創業予定者の経営

や販路開拓などを支援している地域総合経済団

体です。

募集職種　①経営指導員

　　　　　②記帳専任職員

勤務地　県内の商工会（２３か所）

　　　　又は山梨県商工会連合会

場所　山梨県立青少年センター

　　　（甲府市川田町517番地）

採用予定人員　①・②とも若干名

受験資格　山梨県商工会連合会のホームペ

　　　　　ージをご確認ください

採用予定日　令和３年４月１日

募集期間　①６月１日（月）～８月２８日（金）

　　　　　②６月１日（月）～８月１４日（金）

申込み・問い合わせ

　山梨県商工会連合会　総務課　

　℡.０５５－２３５－２１１５

　薬物乱用とは、「たった一度でも」薬物を社

会のルールや法律からはずれた目的や方法で

使ったり、医薬品を病気や傷の治療の目的以

外に使うことです。

　このような「たった一度の」薬物乱用でも脳

や体は破壊され、薬物を手に入れるために窃

盗や強盗、殺人などの犯罪が起き、自分や周

囲の大切な人の人生を破壊してしまいます。

　国及び県では、6月20日から7月19日まで

の一か月間「ダメ。ゼッタイ。」普及運動を展開

します。

　この機会に薬物乱用の恐ろしさを正しく理

解するとともに、身近な人の薬物乱用に気付

いたときには、勇気をもって保健所へ御相談

ください。

相談先　

　富士・東部保健所　衛生課　　

　℡.0555-24-9033

男性総合相談

●男性のための電話相談

　家族との関係、職場の人間関係、身体のこ

と、パートナーとの関係等、男性臨床心理士

がお話しを伺います。

　※秘密は絶対守ります。

　※安心してお電話下さい。

電話　℡.０５５４-５６-８７４２

相談日時　毎月第１日曜日

　　　　　１３：００～１７：００

6月の電話相談日は、7日になります。

相談ごとのある方はご利用ください。

問い合わせ

　ぴゅあ富士　℡.0554-45-1666

～記帳相談日をご利用ください～

＊毎月記帳相談日を開設します。＊

正しい記帳は税務申告の基礎となります。

こんな時にご利用ください。

・帳簿のつけ方がわからない。

・必要経費と家計費の区分がはっきりしない。

 など

日程　６月１８日(木)

時間　午前１０時～午後４時

　　　(正午から午後１時を除く)

場所　南都留中部商工会　　　　　

対象者　個人事業者

世界遺産登録記念クイズラリー 

　富士山科学研究所と富士山世界遺産セン

ターでクイズラリーに挑戦し、富士山につい

て学びましょう。2施設両方のクイズラリーに

挑戦した方には、オリジナルグッズをプレゼン

トします！

日時　6月20日（土）～22日（月）

　　　9時～17時

場所　山梨県富士山科学研究所、

　　　山梨県立富士山世界遺産センター

対象　中学生以下

その他　2施設を廻る順序は自由です。

定員　無し

（プレゼントは2施設とも先着25名までです）

参加費　無料

入館料　2施設とも無料

問い合わせ

　山梨県富士山科学研究所

　環境教育･交流部　広報・交流担当

　℡.0555-72-6206

富士山レンジャー写真展2020 

　富士山レンジャーが巡回中に発見した富士

山の美しい自然や、環境問題を撮影した写真

を展示します。

日時　6月10日（水）～8月27日（木）

会場　富士山世界遺産センター南館

入館・費用　無料

問い合わせ

　山梨県富士山憲章

　℡.0555-20-9229

富士山世界遺産センター開館記念日

　富士山の世界遺産登録とセンターの開館４

周年を記念して、様々なイベントを実施しま

す。

● 映画上映、落語公演

● 手形で描く巨大富士山アート

● 富士山クイズ

● 構成資産ツアー

  「青木ヶ原樹海体験ツアー」

  ※ネイチャーガイド同行　

薬物乱用は
「ダメ。ゼッタイ。」

相　談

福祉健康課からのお知らせ

山中湖村役場から

令和２年度オープンスクール
中止のお知らせ

お知らせ

お知らせ・催し・募集

山梨県立男女共同参画推進センター

ぴゅあ富士からのお知らせ

県立富士山世界遺産センター 

南都留中部商工会
記帳相談日開設

富士山科学研究所

イベント

2020　明治安田生命 J2 リーグ　ヴァンフォーレ甲府　試合日程

第 19 節
試合前中止

6 月 6 日 （土） 《対戦相手》　V・ファーレン長崎

《スタジアム》　山梨中銀スタジアム

5 月 20 日時点

第 20 節 6 月 13 日（土）《対戦相手》　ファジアーノ岡山

《スタジアム》　山梨中銀スタジアム　18:00 キックオフ

第 21 節 6 月 20 日（土）《対戦相手》　ジェフユナイテッド市原・千葉

《スタジアム》　フクダ電子アリーナ　18:00 キックオフ

第 22 節 6 月 28 日（日）《対戦相手》　ギラヴァンツ北九州

《スタジアム》　山梨中銀スタジアム　18:00 キックオフ

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、試合が延期する場合がございますので

　ご了承ください。

戸籍の窓　4月届出分

おめでとう（誕生）

氏名  　　保護者

山崎　有加（ありか） 　　章

小宮　色桜（いろさ） 　　秀一

本持　澪空（みあ） 　　利康

鈴木　波季（なみき） 　　準人

坂本　茉優（まひろ） 　　康貴

城　　勘之介（かんのすけ） 陽介

おくやみ（死亡）

氏名 　  （歳）　届出人

坂本　かのゑ （99）　一

　屋　セン    （97）　裕司

渡辺　次郎   （92）　宏

坂本　武子   （80）　真

坂本　伊津子 （85）　はる江

 ）おしあわせに（結婚）

氏名 　　　  地区名

羽田　一彌
荻野　綾香

山中

商工会職員募集

募　集
新型コロナウイルスの感染が疑われる場合は、

すぐに「帰国者・接触者相談センター」に
ご相談ください

【相談の目安】

発熱があり、かつ、かぜ症状（せき、のどの痛み、頭痛、倦怠感な

ど）がある。または、味やにおいが分からないなどの異常を感じ

る場合には、外出を控え、お早めに保健所へご相談ください。

●帰国者・接触者相談センター（富士・東部保健所）

　　電話番号：０５５５-２４-９０３５
　　　休日・夜間（24時間対応）は、メッセージ等により
　　　緊急電話番号でご相談を受けつけます。

●新型コロナウイルス感染症専用相談ダイヤル

　　保健所への相談目安に該当しない体調への不安や感染の

　　予防に関する相談を受け付けています。

　　電話番号：０５70-036366

　　　※5月18日から電話番号が変わりました。

　　開設時間：午前９時～午後９時（土日・祝日も含む）
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5月21日から特別定額給付金及び、山中湖村元気給付金が受付開始となりました。
申請期限は8月20日です。早めの申請をお願いいたします。

今月の表紙の写真！

世帯数

人　口

2,922 （+8）

247 （+6）

2,443 （+20）

男

2,882 （+7）女

5,804 （+15）計

内外国人

山中湖村の人口と世帯 （令和2年4月末日現在）

（  ）は前月比

● クイズラリー

● 缶バッジ作り

詳細はホームページ、Facebookにてご連絡

いたします。

日時　6月20日(土)～22日(月)

会場　富士山世界遺産センター

参加・費用　無料

　　　　　（ただし、映画・落語観覧は有料）

問い合わせ

　富士山世界遺産センター　　

　℡.0555-72-0259

※新型コロナウイルス感染防止対応で、中止

となる可能性があります。詳細がわかり次

第、ホームページへ掲載いたします。

　　　℡.62-9976

※各健診・教室は老人福祉しあわせセンター

　で行います。

乳児健康相談

日時　6月17日（水）

　　　午後１時１５分～１時４５分受付

対象　令和１年7・１0月、令和２年1月生まれ

　　　（5月13日実施延期分）

　　　令和１年8・１1月、令和２年2月生まれ

5歳児健診

日時　6月16日（火）

　　　午後１時～１時30分受付

対象　平成２7年4・5・6・7月生まれ

母子健康手帳の交付

交付日　毎週木曜日

※都合の悪い方は福祉健康課保健師まで

　ご連絡ください。

時間　午前８時３０分～午後５時１５分

場所　福祉健康課窓口

　山梨県立ふじざくら支援学校では、新型

コロナウイルス感染拡大防止のため、６月

１１日（木）に予定しておりましたオープン

スクールを中止とします。

　今 後 も、本 校 の 教 育 活 動を 地 域 の 皆

様に 知って い ただけるようH P（ w w w .

fujizaky.kai .ed. jp）等を通してお伝えし

ていきたいと思います。

　なお、教育相談につきましては、通年で

お受けしております。お気軽に電話でお申

し込みください。

問い合わせ

　山梨県立ふじざくら支援学校 

　℡.０５５５-７２-５１６１

　担当：山本・小宮山・石井（地域支援部）

　商工会は、地域商工業者や創業予定者の経営

や販路開拓などを支援している地域総合経済団

体です。

募集職種　①経営指導員

　　　　　②記帳専任職員

勤務地　県内の商工会（２３か所）

　　　　又は山梨県商工会連合会

場所　山梨県立青少年センター

　　　（甲府市川田町517番地）

採用予定人員　①・②とも若干名

受験資格　山梨県商工会連合会のホームペ

　　　　　ージをご確認ください

採用予定日　令和３年４月１日

募集期間　①６月１日（月）～８月２８日（金）

　　　　　②６月１日（月）～８月１４日（金）

申込み・問い合わせ

　山梨県商工会連合会　総務課　

　℡.０５５－２３５－２１１５

　薬物乱用とは、「たった一度でも」薬物を社

会のルールや法律からはずれた目的や方法で

使ったり、医薬品を病気や傷の治療の目的以

外に使うことです。

　このような「たった一度の」薬物乱用でも脳

や体は破壊され、薬物を手に入れるために窃

盗や強盗、殺人などの犯罪が起き、自分や周

囲の大切な人の人生を破壊してしまいます。

　国及び県では、6月20日から7月19日まで

の一か月間「ダメ。ゼッタイ。」普及運動を展開

します。

　この機会に薬物乱用の恐ろしさを正しく理

解するとともに、身近な人の薬物乱用に気付

いたときには、勇気をもって保健所へ御相談

ください。

相談先　

　富士・東部保健所　衛生課　　

　℡.0555-24-9033

男性総合相談

●男性のための電話相談

　家族との関係、職場の人間関係、身体のこ

と、パートナーとの関係等、男性臨床心理士

がお話しを伺います。

　※秘密は絶対守ります。

　※安心してお電話下さい。

電話　℡.０５５４-５６-８７４２

相談日時　毎月第１日曜日

　　　　　１３：００～１７：００

6月の電話相談日は、7日になります。

相談ごとのある方はご利用ください。

問い合わせ

　ぴゅあ富士　℡.0554-45-1666

～記帳相談日をご利用ください～

＊毎月記帳相談日を開設します。＊

正しい記帳は税務申告の基礎となります。

こんな時にご利用ください。

・帳簿のつけ方がわからない。

・必要経費と家計費の区分がはっきりしない。

 など

日程　６月１８日(木)

時間　午前１０時～午後４時

　　　(正午から午後１時を除く)

場所　南都留中部商工会　　　　　

対象者　個人事業者

世界遺産登録記念クイズラリー 

　富士山科学研究所と富士山世界遺産セン

ターでクイズラリーに挑戦し、富士山につい

て学びましょう。2施設両方のクイズラリーに

挑戦した方には、オリジナルグッズをプレゼン

トします！

日時　6月20日（土）～22日（月）

　　　9時～17時

場所　山梨県富士山科学研究所、

　　　山梨県立富士山世界遺産センター

対象　中学生以下

その他　2施設を廻る順序は自由です。

定員　無し

（プレゼントは2施設とも先着25名までです）

参加費　無料

入館料　2施設とも無料

問い合わせ

　山梨県富士山科学研究所

　環境教育･交流部　広報・交流担当

　℡.0555-72-6206

富士山レンジャー写真展2020 

　富士山レンジャーが巡回中に発見した富士

山の美しい自然や、環境問題を撮影した写真

を展示します。

日時　6月10日（水）～8月27日（木）

会場　富士山世界遺産センター南館

入館・費用　無料

問い合わせ

　山梨県富士山憲章

　℡.0555-20-9229

富士山世界遺産センター開館記念日

　富士山の世界遺産登録とセンターの開館４

周年を記念して、様々なイベントを実施しま

す。

● 映画上映、落語公演

● 手形で描く巨大富士山アート

● 富士山クイズ

● 構成資産ツアー

  「青木ヶ原樹海体験ツアー」

  ※ネイチャーガイド同行　

薬物乱用は
「ダメ。ゼッタイ。」

相　談

福祉健康課からのお知らせ

山中湖村役場から

令和２年度オープンスクール
中止のお知らせ

お知らせ

お知らせ・催し・募集

山梨県立男女共同参画推進センター

ぴゅあ富士からのお知らせ

県立富士山世界遺産センター 

南都留中部商工会
記帳相談日開設

富士山科学研究所

イベント

2020　明治安田生命 J2 リーグ　ヴァンフォーレ甲府　試合日程

第 19 節
試合前中止

6 月 6 日 （土） 《対戦相手》　V・ファーレン長崎

《スタジアム》　山梨中銀スタジアム

5 月 20 日時点

第 20 節 6 月 13 日（土）《対戦相手》　ファジアーノ岡山

《スタジアム》　山梨中銀スタジアム　18:00 キックオフ

第 21 節 6 月 20 日（土）《対戦相手》　ジェフユナイテッド市原・千葉

《スタジアム》　フクダ電子アリーナ　18:00 キックオフ

第 22 節 6 月 28 日（日）《対戦相手》　ギラヴァンツ北九州

《スタジアム》　山梨中銀スタジアム　18:00 キックオフ

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、試合が延期する場合がございますので

　ご了承ください。

戸籍の窓　4月届出分

おめでとう（誕生）

氏名  　　保護者

山崎　有加（ありか） 　　章

小宮　色桜（いろさ） 　　秀一

本持　澪空（みあ） 　　利康

鈴木　波季（なみき） 　　準人

坂本　茉優（まひろ） 　　康貴

城　　勘之介（かんのすけ） 陽介

おくやみ（死亡）

氏名 　  （歳）　届出人

坂本　かのゑ （99）　一

　屋　セン    （97）　裕司

渡辺　次郎   （92）　宏

坂本　武子   （80）　真

坂本　伊津子 （85）　はる江

 ）おしあわせに（結婚）

氏名 　　　  地区名

羽田　一彌
荻野　綾香

山中

商工会職員募集

募　集
新型コロナウイルスの感染が疑われる場合は、

すぐに「帰国者・接触者相談センター」に
ご相談ください

【相談の目安】

発熱があり、かつ、かぜ症状（せき、のどの痛み、頭痛、倦怠感な

ど）がある。または、味やにおいが分からないなどの異常を感じ

る場合には、外出を控え、お早めに保健所へご相談ください。

●帰国者・接触者相談センター（富士・東部保健所）

　　電話番号：０５５５-２４-９０３５
　　　休日・夜間（24時間対応）は、メッセージ等により
　　　緊急電話番号でご相談を受けつけます。

●新型コロナウイルス感染症専用相談ダイヤル

　　保健所への相談目安に該当しない体調への不安や感染の

　　予防に関する相談を受け付けています。

　　電話番号：０５70-036366

　　　※5月18日から電話番号が変わりました。

　　開設時間：午前９時～午後９時（土日・祝日も含む）
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日　SUN 月　MON 火　TUE 水　WED 木　THU 金　FRI 土　SAT

6月の行事予定
2020 CALENDAR

　 図書館=山中湖情報創造館閉館日 ※開館時間（9:30～21:00）詳しくはP22をご覧ください。

　  可燃物収集日 　  不燃物収集日 　 PETボトル収集日　8:30までに指定の場所に出してください。

　  持込（可燃・不燃）　　持込（可燃のみ）=クリーンセンターへ直接搬入可能日（9:00～11:00  13:00～16:00）

　  立入日=北富士演習場立ち入り許可日　※新型コロナウイルスの状況により、日程は変更になる事があります。

この広報はベジタブルインキを使用しています。
植物油インキ（ベジタブルインキ）は、植物性のため地球の環境にやさしいインキです。

PET可

閉

持 持

不

31 1     2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 2 3 4

先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口

先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝

友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引

大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安

赤口 先勝 友引

地域リサイクル
役場下駐車場
9:00～11:00

村内一斉清掃

乳児健康相談
（P26）

5歳児健診
（P26）

持可持可

持可

持可

持可

持可

持可 持可 持可

持可持可

持可

持可

持可 立入日

立入日 立入日 立入日

立入日

立入日

立入日

立入日

不 持

不 持

持可持可 不 持

PET

持可 PET

不 持

不 持

《留意事項》一般住民からの照会の場合は、富士五湖消防本部へ問い合わせる

ようご指導ください。　●富士五湖消防本部案内番号　℡.０５５５－２３－４４４４

開業医の休日急患診療は軽症患者のみを扱う。救急車の搬送受入れは原則と

して行なわない。

休日夜間急患診療の医療機関をお知らせします。

問い合わせ（テレフォンガイド）  富士五湖消防本部   ℡.２３-４４４４

休日　8:30～17:00　診療時間

6月

在宅型 病院群輪番型

皆さんへの
お願い

富士吉田市立病院　奇数日が外科、偶数日が内科

山梨赤十字病院　　奇数日が内科、偶数日が外科

休日   8:30～翌8:30　土曜 12:30～翌8:30

夜間 17:00～翌8:30

4月～12月

診療時間

富士吉田市立病院・山梨赤十字病院
診療科目日 曜日 診療所名

7 日

14 日

21 日

28 日

健康科学大学クリニック

小舘クリニック

ことぶき診療所

小林眼科医院

駒谷整形外科

さいとう眼科クリニック

整形外科

内科

内科・外科・小児外科

眼科

整形外科

眼科

　救急医療とは、急病やケガなど、救急に処置または治療が必要な場合に行う医療

です。「日中は仕事や用事があって行けない」「夜間や休日でもやっているから」等

の理由で安易に受診する医療ではありませんので、ご注意ください。

amanakakoamanakako
広報やまなかこ

特別定額給付金・山中湖村元気給付金、

子育て世帯への臨時特別給付金  ……02、04

村税の納税猶予特例制度、

国民年金保険料免除について  ………03、06

第5次長期総合計画の策定について   ……12

※前日や当日（休日）に

　当番が変更となる可能

　性があります。

・必ず事前に問い合わせ

先に電話をしてから受

診してください。

・保険証を必ず持参して

ください。

・日頃から使っている薬

がわかるもの（お薬手

帳など）を持って受診

してください。

6月
2020.June
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